
- 58 -

○

特
許
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
理
由
と
な
る
処
分
）

（
特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
理
由
と
な
る
処
分
）

第
二
条

特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
は
、
次
の
と
お

第
二
条

特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
処
分

二

次
に
掲
げ
る
処
分

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品

に
係
る
同
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第

に
係
る
同
項
の
承
認
、
同
条
第
十
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十

五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
及
び

十
四
条
第
十
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の

を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承

認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四

条
の
二
の
二
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）

ロ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

ロ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
項
の
承
認
、
同
条
第
十
五
項
（
医
薬
品

二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）

医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
医
薬
品

場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の

医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

二
の
十
七
第
一
項
の
承
認

場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
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の
六
の
二
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の

を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

一
項
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く

。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
医

ニ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く

器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
を
除
く

を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
品
医
療
機
器

。
）
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
医

等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承

る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条

認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
医

の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
医
薬

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
を
除
く
。
）

十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く

も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七

第
一
項
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器

等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
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